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長岡市共同企業体運用基準 

 

 平成６年６月23日 告示第65号 

最近改正 令和７年３月25日 告示第90号 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、長岡市建設工事入札参加資格審査規程（平成７年長岡市

告示第10号。以下「規程」という。）第14条第２項の規定に基づき、共同企業

体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （共同企業体の種類） 

第２条 共同企業体の種類は、次のとおりとする。 

(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け

負うことを目的に工事ごとに結成する企業体 

(2) 経常共同企業体 企業合併に向けた前段階としての結成を目的とした

企業体 

 （共同企業体の入札参加業種） 

第３条 共同企業体の種類に応じ、長岡市が行う建設工事の一般競争入札、指

名競争入札及び随意契約の協議に参加することができる業種（以下「登録業

種」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 特定共同企業体 市長が指定する業種 

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及

び管工事 

   第２章 特定共同企業体 

 （特定共同企業体活用の原則） 

第４条 特定共同企業体は、工事の業種と目的を勘案し、単体企業及び経常共

同企業体による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に活

用することを原則とする。 
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 （対象工事） 

第５条 設計金額が３億円以上である工事で、市長が指定をしたものについて

は、発注先を特定共同企業体とするものとする。 

２ 設計金額が１億円以上３億円未満である工事で、市長が指定をしたものに

ついては、発注先を単体企業、経常共同企業体又は特定共同企業体とするこ

とができるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があるとして指定をする工

事については、発注先を単体企業、経常共同企業体又は特定共同企業体とす

ることができるものとする。 

４ 前３項の指定及び特定共同企業体構成員（以下本章において「構成員」と

いう。）の資格要件については、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会（以

下「委員会」という。）の審査を経ることを要する。 

 （結成方式等） 

第６条 特定共同企業体の結成については、業者間による自主結成方式又は予

備指名方式とする。 

２ 構成員は、当該工事について他の特定共同企業体の構成員になることはで

きない。 

３ 構成員の数は、２社とする。ただし、設計金額が第５条第１項に掲げる金

額の２倍以上となる工事については、３社以上とすることができるものとす

る。 

４ 特別の事由があると認められるときは、前項に規定する構成員の数の基準

によらないことができるものとする。 

 （構成員の要件） 

第７条 構成員は、次のすべての資格要件を満たしていなければならない。 

(1) 発注工事に対応する工事種別の有資格業者（規程第７条第１項又は第９

条第４項に規定する入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。）で

あること。 

(2) 発注工事に対応する工事種別の等級が設けられている場合は、最上位等

級に格付されている者の組合せであること、又は構成員のいずれかが最上
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位等級に他の構成員が第２位等級に格付されている者の組合せであるこ

と。 

 （出資比率） 

第８条 構成員の最小出資比率は、発注工事ごとに別に定めるものとする。 

 （代表者） 

第９条 特定共同企業体の代表者は、最上位等級の者とする。ただし、最上位

等級の者が２者以上のときは、施工能力及び施工実績を勘案し、構成員間で

決定された者とする。 

２ 特定共同企業体の代表者の出資比率は、他の構成員と同一又はそれより大

きくなければならない。 

 （参加資格の確認等） 

第10条 参加資格の確認を受けようとする特定共同企業体は、特定共同企業体

入札参加資格確認申請書及び次に掲げる事項を記載した協定書（以下「特定

共同企業体申請書類」という。）を市長に提出しなければならない。 

(1) 目的 

(2) 名称 

 (3) 事務所の所在地 

 (4) 成立及び解散の時期 

 (5) 代表者の名称及び権限 

 (6) 構成員の商号又は名称及び所在地又は住所 

 (7) 構成員の出資、利益配当及び欠損金負担の割合 

 (8) 工事途中における構成員の脱退に関する事項 

 (9) その他必要な事項 

２ 特定共同企業体申請書類の提出期間は、市長が指定するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請を受理したときは、資格確認を行い、有資格業者と

して認定するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。 

 （参加資格の有効期間） 

第11条 前条第３項の規定により認定された特定共同企業体の参加資格の有効

期間は、同項の通知の日から入札に参加した工事の完了の日までとする。 
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   第３章 経常共同企業体 

 （経常共同企業体の構成） 

第12条 経常共同企業体の構成については、次の各号の資格要件をすべて満た

していなければならない。 

(1)  経常共同企業体の構成員（以下本章において「構成員」という。）が規

程第７条第１項又は規程第９条第４項の規定により入札参加資格者名簿

に登載されている者で、規程第２条第２項に該当しないものであること。 

(2) 合併に関する合理的な計画があり、真に企業合併に寄与すると認めるこ

とができること。 

(3) 構成員が他の経常共同企業体の構成員となっていないこと。 

(4) 構成員の数は、２社又は３社とすること。 

(5) 経常共同企業体としての格付けが、最上位に格付けされている構成員の

格付けと同等以上になること。 

(6) 構成員に親子会社又は同族関係にある会社を含まないこと。 

 （審査及び格付） 

第13条 客観的事項の審査及び級別格付けを行うに当たっては、算定した点数

の10パーセントに相当する点数を基準として合理的であると認められる範囲

内で、算定した点数に加算することができるものとする。 

 （出資比率） 

第14条 構成員の最小出資比率は、第８条に掲げる基準によるものとする。 

 （代表者等） 

第15条 経常共同企業体の代表者の決定及び代表者の出資比率は、第９条の規

定によるものとする。 

   第４章 雑則 

 （企業体の入札及び見積り等） 

第16条 共同企業体に対する入札事項の通知及び見積書を徴するときの通知は、

共同企業体の代表者に対して行うものとする。 

２ 共同企業体の入札書又は見積書には、構成員の全員が記名しなければなら

ない。ただし、構成員の全員が構成員以外の者に入札又は見積りを委任した
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ときは、当該受任者の記名をもって入札又は見積りをすることができる。 

３ 電子入札の方法については、この基準に定めるもののほか、市長が別に定

める。 

４ 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同

企業体の代表者を相手方とする。 

 （企業体との請負契約） 

第17条 共同企業体と締結する請負契約書には、構成員全員が記名押印しなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する請負契約書を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。）に

より作成するときは、構成員全員が電子署名（電子署名及び認証業務に関す

る法律（平成12年法律第102号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。）

をしなければならない。 

３ 前項の場合において、電子署名が行われたときは、これを押印したものと

みなす。 

 （企業体からの脱退に対する承認） 

第18条 構成員は、市長の承認を受けなければ、工事の途中において共同企業

体から脱退することができないものとする。 

 （その他） 

第19条 この基準に定めるもののほか、共同企業体の運用については、別に定

める。 

   附 則（抄） 

 （施行期日） 

１ この基準は、平成６年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準の施行の際、現に共同企業体を結成し、工事を請負っているもの

については、なお従前の例による。 


